
 みず里通所リハビリテーション重要事項説明書 

（ 令和 7年 4月 1日 ） 

 

1. 施設の概要 

事業の名称など 

 法人名 ・・・・・医療法人 幸会 

 代表者・・・・・・理事長 岡田太郎 

 事業名・・・・・・みず里通所リハビリテーション 

 開設年月日・・・・平成1年 3月 31日 

 所在地・・・・・・名古屋市中川区水里1丁目23番地 

 電話番号・・・・・０５２－３０２－３６００ 

 ＦＡＸ・・・・・・０５２－３０２－５５６１ 

 管理者名・・・・・施設長 石原 智嘉 

 介護保険指定番号・（２３５１０８０００３号） 

 

2. 事業の目的 

医療法人幸会が開設する介護老人保健施設みず里（以下「みず里」という）が行なう通所リハビリテ

ーション事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項

を定め、みず里の職員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所リハビリテー

ションを提供することを目的とする。 

 

3. 運営の方針 

・みず里通所リハビリテーションの職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーショ

ンを行なうことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 

・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域保健・医療・福祉サービスとの線密な連携を図り、総

合的なサービスの提供に努めるものとする。 

・利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修

を実施 

する等の措置を講ずるものとする。 

 

4. 職員の職種、員数及び職務の内容 

みず里通所リハビリテーションに勤務する職種、員数及び業務内容は、次のとおりとする。 

(ア) 管理者 （施設長） 1名（医師と兼務） 

管理者は、施設の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

(イ) 職員  

 看護師      （非常勤１名） 

 介護職員      （常勤10名、非常勤１名）      

 理学療法士    （常勤２名、非常勤１名）  

 送迎運転手    （非常勤４名） 

 

5. 営業日及び営業時間 

みず里の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 営業日 月曜日～土曜日までとする。但し、12月 29日から1月 3日までは休みとする。 

 営業時間 午前8時 45分から午後5時 30分までとする。 

 サービス提供時間 午前9時 50分から午後4時 10分までとする。 

 



6. 通所リハビリテーションの利用定員 

通所リハビリテーションの利用定員は次のとおりとする。 

定員 50名 

 

7. 通所リハビリテーションの内容及び利用料等 

通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の

告示上の額とし、当該通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護

保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。ただし、介護保険の適用を受けない部分につい

ては、利用料全額をお支払いいただきます。 

 機能訓練 

 入浴（一般浴、特別浴） 

 食事の提供 

 健康チェック 

 送迎 

・利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った場合も、通常利用額とする。 

・おむつ代は、実費を徴収する。 

・日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は別紙に記載してある料金を徴収す 

 る。 

・前項の費用の支払いに同意する旨の文書に署名（記名捺印）を受けることとする。 

 

8. 通常の事業の実施地域 

通常の事業の実施地域は、名古屋市（中川区、港区、中村区）海部郡（大治町・蟹江町）あま市の区域 

  とする。 

 

9. サービスの利用に当たっての留意事項 

職員は、利用者に対して介護計画に従ってサービス提供を受けてもらうよう説明をする。 

職員は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう説明をする。 

 気分が悪くなった時はすみやかに申し出る。 

 共有の施設、設備は他の方の迷惑にならないよう利用する。 

 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。  

 

10. 非常災害対策 

みず里は、防火管理について防火管理者を定め、非常災害に関する防火計画を作成し、非常災害に備

えるため、定期的に避難・救出等訓練を行なう。 

 

11. ハラスメント対策 

みず里は、職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けられるようハラスメント（セクシ

ャルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント等）防止に向けて、「カスタマーハ

ラスメントに対する行動指針」に基づき、必要な措置を講じるものとします。 

（１） 当施設内において行われる優越的な関係を背景とした言動等の下記の行為を禁止します。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等や性的ないやがらせ行為 

④ ご利用者やその家族等の関係者の非協力的（長時間の対応での業務に支障、威圧的な態度、理不

尽な要求を長時間何度も繰り返す行為等）など、双方の信頼関係を損壊する行為に改善が見込め

ない場合や、社会通念を超えたと思われる苦情 

（２） 利用者及び利用者のご家族その他の関係者により当施設職員へのハラスメントが行われたと判断

される場合には、サービスの中断や契約の解除をします。 



 

12. 身体的拘束その他の行動制限 

    みず里は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、当該利用者または他の利用者等の 

    生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及 

    び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載します。 

２ みず里は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施します。 

（１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとします。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の

職員に周知徹底を図ります。 

（２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（３） 介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

13. 高齢者虐待防止に関する事項 

    みず里は、利用者の人権擁護・虐待の発生を防止するため、以下について必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止のための委員会の定期的な開催とその結果についての職員への周知を図ります。 

（２） 虐待防止のための指針を整備します。 

（３） 職員に対してのハラスメント等ストレス対策を含む虐待防止のための定期的な研修を行います。 

 

14. 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等 

     感染症や非常災害時において早期の業務再開を図るため、以下について必要な措置を講じます。 

（１） 業務継続計画の策定と職員への周知を図ります。 

（２） 定期的な研修及び訓練を実施します。 

（３） 定期的な業務継続計画の見直しと必要に応じた変更を行います。 

 

15. 要望及び苦情などの相談 

利用者の方々が、充実した時間を過ごしていただける様、常に職員は資質向上を図り、努力いたして

おります。しかし、時として利用者の方々にお気に召さない態度、言葉使いがあるかと思われます。

そのような時は、ご遠慮せず苦情相談窓口にお申し出下さい。 

  （苦情窓口）みず里 １階 受付事務所    施設長 石原 智嘉   事務長 伊藤 恒男 

・愛知県国民健康保険団体連合会苦情窓口   電話（０５２）９７１－４１６５ 

・名古屋市介護保険課指導係         電話（０５２）９５９－３０８７ 

 

16. 協力医療機関等 

    みず里では、下記の医療機関等にご協力をいただき、利用者の状態が急変した場合などには、速やか 

    に対応します。 

     

＜協力医療機関＞ 

 ・医療法人幸会 岡田整形外科内科（電話 052-652-5251） 

  名古屋市港区名四町185番地 

 ・医療法人幸会 南陽病院    （電話 052-303-3181） 

  名古屋市港区小賀須3丁目 1101番地 

＜協力歯科医療機関＞ 

 ・ケン歯科クリニック      （電話052-303-3680） 

  名古屋市中川区戸田5-816 

 

17. 禁止事項 

みず里では、多くの利用者の方に安心してリハビリを行っていただくために、「営利行為、宗教勧誘、 

  特定の政治活動」などは禁止します。 



 

18. その他運営についての留意事項 

(ア) 職員研修について 

みず里は、職員の資質向上のために、研修の機会を確保します。全ての職員（看護師、准看護師、介

護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措

置を講じています。 

(イ) 提供するサービスの第三者評価の実施について 

みず里では、提供するサービスの第三者評価は行っておりません。国の『介護サービス情報の公表制

度』や名古屋市の『名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業』について実施をして

います。 

  （ウ）この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人幸会とみず里管理者との協議に基 

     づいて定めるものとする。 

   

 

附則 

・この規定は、令和7年 4月 1日から施行する。 

 

 


